
 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事後開示書面 
(会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に定める書面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 7月 13日 

日本ハウズイング株式会社 

 

 

 



2022年７月 13日 

 

東京都新宿区新宿一丁目 31番 12号 

日 本 ハ ウ ズ イ ン グ 株 式 会 社 

代表取締役社長 CEO 小佐野 台 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

会社法第 801条第１項及び会社法施行規則第 200条の定めに従い、下記のとおり吸収合併に関

する事項として法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 

 

１．吸収合併の効力が生じた日 

     2022年７月１日 

 

  ２．吸収合併消滅会社における会社法 784 条の２、第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定

による手続きの経過 

         (1) 吸収合併をやめることの請求 

       吸収合併消滅会社の株主より、会社法 784 条の２に基づく吸収合併をやめること

の請求はありませんでした。 

    （2）反対株主の株式買取請求 

     カテリーナビルディング株式会社（以下「カテリーナビルディング」といいます。）

は、当社の完全子会社であったため、反対株主の買取請求については、該当はあり

ません。 

    （3）新株予約権買取請求 

       カテリーナビルディングは、新株予約権を発行しておりません。 

    （4）債権者の異議 

       カテリーナビルディングは、会社法第 789 条第２項の規定に基づき、異議申述公

告を 2022 年 5 月 18 日に官報及び日刊工業新聞により行いましたが、所定の期間内

に異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

  ３．吸収合併存続会社における会社法第 796 条の２、第 797 条及び第 799 条の規定による手

続きの経過 

    （1）吸収合併をやめることの請求 

       本合併は、会社法第 796 条第２項本文の規定に基づく簡易合併に該当するため、

該当事項はありません。 

    （2）反対株主の株式買取請求 

       当社は、会社法第 797 条第３項及び第４項の規定に基づき、2022 年 5 月 18 日付

の電子公告において、当社の株主に対して公告を行いましたが、同条第１項の規定

に基づく株主からの買取請求はありませんでした。 

    （2）債権者の異議 



       当社は、会社法第 799条第２項及び第３項の規定に基づき、異議申述公告を 2022

年 5月 18日に官報及び電子公告により行いましたが、所定の期間内に異議を述べた

債権者はありませんでした。 

 

４．吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

当社は、2022年 7月 1日をもって、カテリーナビルディングからその資産、負債その

他権利義務の一切を承継いたしました。 

 

 ５．会社法第 782条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面 

    （吸収合併契約の内容は除く） 

別紙のとおりです。 

 

  ６．吸収合併による変更登記をした日 

     2022年７月 12日 

 

  ７．上記のほか、本件吸収合併に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

以上 

 

 

 



2022年 5月 18日 

 

                       東京都新宿区新宿一丁目 18 番 8 号 

カテリーナビルディング株式会社 

                       代 表 取 締 役 社 長  田 邊 彰 彦 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 182条の定めに従い、下記のとおり吸収合併契約

の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 

 

１．吸収合併契約の内容 

     別紙１のとおり、2022 年 4 月 27 日付で、日本ハウズイング株式会社（以下「日本ハ

ウズイング」といいます。）との間で合併契約を締結いたしました。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 

（会社法施行規則第 182条第１項第１号） 
 

     吸収合併存続会社である日本ハウズイングは、当社の発行済株式全部を所有している

ため、合併に際しては合併対価の交付はありません。 

 

  ３．合併対価について参考となるべき事項 

（会社法施行規則第 182条第１項第２号） 
 

     金銭の交付がないため、該当事項はありません。 

 

  ４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

（会社法施行規則第 182条第１項第３号） 
 

     該当事項はありません。 

 

  ５．計算書類等に関する事項 

（会社法施行規則第 182条第１項第４号） 
 

（1）吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収合併存続会社である日本ハウズイングの最終事業年度（2021年４月１日～2022

年 3月 31日）に係る計算書類等は、別紙２のとおりです。 

 

（2）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象及びその内容 

 

【吸収合併に係る事後開示書面_別紙】



 ①日本ハウズイングの重要な後発事象 

        該当事項はありません。 

 ②当社の重要な後発事象 

        該当事項はありません。 
 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関す

る事項 

（会社法施行規則第 182条第１項第５号） 
 

  本吸収合併の効力発生日以後における、吸収合併存続会社である日本ハウズイングの

負担する債務について、履行の見込みがあると判断しております。 

 

 

  別紙１   合併契約書（写し） 

  別紙２   日本ハウズイングの最終事業年度に係る計算書類等 

  別紙３   連結子会社との合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 
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2022 年 4 月 27 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において、2022 年 7 月１日をもって当社の連結子

会社であるカテリーナビルディング株式会社（以下、「カテリーナビルディング」といいます。）

を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略

して開示しております。 

 

 

記 

１．合併の目的 

 カテリーナビルディングは当社の完全子会社であり、不動産の賃貸及び管理業を事業として

おります。このたび、当社は経営資源の集約による経営効率化を目的として、カテリーナビルデ

ィングを吸収合併することといたしました。 

 

２． 合併の要旨 

（１） 合併の日程 

合併決議取締役会 2022 年 4 月 27 日 

合併契約締結日  2022 年 4 月 27 日 

合併効力発生日  2022 年 7 月 1 日（予定） 

   本合併は、当社においては会社法第 796 条 2 項に規定する簡易合併であり、カテリーナ

ビルディングにおいては会社法 784 条 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも合併

承認の株主総会は開催いたしません。 

 

（２） 合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、カテリーナビルディングは解散いたします。 

 

（３） 合併に係る割当ての内容 

 カテリーナビルディングは当社の完全子会社であるため、本合併に際し株式の発行及

び金銭等の交付はありません。 

 

（４） 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 

 

会 社 名 日 本 ハ ウ ズ イ ン グ 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小佐野 台

（コード番号 4781 東証スタンダード）

問合せ先 経 営 企 画 部 
企画グループマネージャー  太田 浩一

（TEL 03-5379-4141）

別紙3



   
 

３． 合併当事会社の概要 

 存続会社 消滅会社 

（１）名称 日本ハウズイング株式会社 カテリーナビルディング株式会社 

（２）所在地 東京都新宿区新宿一丁目 31番 12 号 東京都新宿区新宿一丁目 18 番 8 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小佐野 台 代表取締役社長 田邊 彰彦 

（４）事業内容 
マンション管理事業、ビル管理事

業、不動産管理事業、営繕工事業 

不動産の賃貸及び管理業 

（５）資本金 2,492 百万円 20 百万円 

（６）設立年月日 1966 年 9 月 13 日 1987 年 10 月 31 日 

（７）発行済株式数 64,320,000 株 400 株 

（８）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

（９）大株主及び持株比率 

（2021 年 9 月 30 日現在） 

株式会社ﾘﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ 33.44% 

株式会社合人社ｸﾞﾙｰﾌﾟ  20.00% 

株式会社ｶﾃﾘｰﾅ･ﾌｧｲﾅﾝｽ 17.56% 

日本ハウズイング株式会社 100% 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 決 算 期 2021 年 3 月 31 日（連結） 2021 年 3 月 31 日（単体） 

 純 資 産 36,081 百万円 1,692 百万円 

 総 資 産 59,120 百万円 3,759 百万円 

  1 株 当 た り 純 資 産 2,202.19 円 4,231,977.98 円 

 売 上 高 114,967 百万円 266 百万円 

 営 業 利 益 6,485 百万円 163 百万円 

 経 常 利 益 6,589 百万円 150 百万円 

  親 会 社 株 主 に 帰 属 

  す る 当 期 純 利 益 
4,182 百万円 97 百万円 

  1 株当たり当期純利益 260.11 円 244,025.62 円 

 

４． 合併後の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び

決算期の変更はありません。 

 

５． 今後の見通し 

 本合併は、完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 




